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妊婦健康診査における助産所での共通受診票の利用について 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記の件につきまして、東京都保健医療局ならびに東京都福祉局より別添のとお

り通知がありました。 

現在都内では、妊婦健康診査について、指定医療機関等で受診した妊婦には、共

通の受診票により、費用助成をしており、助産所で妊婦健康診査を受診した妊婦に

は、償還払いによる費用助成を行っております。 

この度、10 月 1 日より妊婦の負担軽減を図るため、助産所での妊婦健康診査につ

いても、都内共通の受診票の利用により、費用を助成できるようなります。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご承知おきいただきますよう

お願い申し上げます。 
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妊婦健康診査における助産所での共通受診票の利用について 

 

日頃から、東京都の母子保健事業の推進について、御理解と御協力をいただき厚く

御礼申し上げます。 

現在都内では、妊婦健康診査について、指定医療機関等で受診した妊婦には、共通

の受診票により、費用助成をしているところですが、助産所で妊婦健康診査を受診し

た妊婦には、償還払いによる費用助成を行っております。 

この度、妊婦の負担軽減を図るため、助産所での妊婦健康診査についても、都内共

通の受診票の利用により、費用を助成できるようにいたします。 

 つきましては、下記のとおり実施予定としておりますので、何卒御理解・御協力を

いただきますようお願い申し上げます。 

また、お手数ではありますが、地区医師会への周知につきまして、御協力をお願い

いたします。 

 

記 

 

１ 共通受診票利用の対象となる助産所 

  都内で分娩を取り扱う助産所（ただし、東京都助産師会に所属している助産所に

限る。） 

 

２ 助産所での利用開始時期 

  令和６年１０月１日 

  ※助産所での受診票利用の対象は、令和６年１０月１日以降に区市町村に妊娠届

を提出した妊婦とする。 

 

３ 助産所における健康診査の上限 



  助産所では、１４回の妊婦健康診査のうち「２回目以降の検査項目」を対象と

し、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導及びその他妊婦健康診査として

必要な検査を行うものとする。ただし、クラミジア抗原、経腟超音波、ＨＴＬＶ－

１抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査（以下「クラミジア抗原等の検査」とい

う。）については受診１回につき１つの検査を医療機関で実施するものであり、助

産所での受診は７回を上限の目安とする（ただし、ＮＳＴ（ノン・ストレス・テス

ト）を助産所で実施しない場合、６回を上限の目安とする。）。 

 

４ 助産所と医療機関との連携 

（１）助産所は、妊婦がクラミジア抗原等の検査を必要な時期に医療機関で確実に実

施できるよう、各妊婦が受診している医療機関（嘱託医療機関等）とより密な情

報交換を行うとともに、医療機関においては、これらの必要な検査等を受けるよ

う、妊婦に対して促すものとする。促した結果、検査等を受けない妊婦がいた場

合には、住所地の区市町村へ連絡を行うものとする。 

（２）医療機関は、実施した検査の結果について、妊婦本人への通知や助産所への郵

送等により、助産所と妊婦の状況を共有するものとする。この検査結果の共有が

ない場合には、助産所は、医療機関へ確認するものとする。その他妊婦の基本情

報・健診結果等については、共通診療ノートの活用などにより双方共有に努める

ものとする。 

（３）助産所及び医療機関は、検査等において、精神面の不調の疑い等、気になる妊

婦がいた場合には、必要に応じて双方の共有や住所地の区市町村へ連絡を行うも

のとする。 

 

５ 嘱託医・嘱託医療機関等について 

  助産所の嘱託医・嘱託医療機関等になられている医療機関につきましては、引き

続き、格別の御配慮をお願いいたします。 

 

【問い合わせ先】 

東京都福祉局子供・子育て支援部 

家庭支援課 砂賀、川嶋 

電話 ０３（５３２０）４１１９（直通） 


